
（ 別  紙 ）  

 

女 性 自 立 支 援 法 （ 仮 称 ） の 制 定 を 求 め る 意 見 書  （ 案 ）  

 

 国 は こ れ ま で 、 さ ま ざ ま な 困 難 な 問 題 を 抱 え た 女 性 へ の 支

援 を 、 1 9 5 6 年 制 定 の 売 春 防 止 法 を 根 拠 に 婦 人 保 護 事 業 と し て

行 っ て き た 。  

 そ の 後 の ニ ー ズ の 多 様 化 に よ り 、 2 0 0 1 年 に は 配 偶 者 か ら の

暴 力 の 防 止 及 び 被 害 者 の 保 護 等 に 関 す る 法 律 に よ る Ｄ Ｖ 被 害

者 が 、 2 0 0 4 年 に は 人 身 取 引 対 策 行 動 計 画 に 基 づ く 人 身 取 引 被

害 者 が 、 2 0 1 6 年 に は ス ト ー カ ー 行 為 等 の 規 制 等 に 関 す る 法 律

の 改 正 に よ る ス ト ー カ ー 被 害 者 が 支 援 対 象 に 加 え ら れ た 。  

 し か し 、 売 春 防 止 法 は 制 定 以 来 、 抜 本 的 な 改 正 は 行 な わ れ

ず 、 Ｄ Ｖ や 性 暴 力 ・ 貧 困 ・ 虐 待 ・ 居 場 所 の 喪 失 等 の 支 援 を 必

要 と し て い る 女 性 や 子 供 た ち へ の 必 要 な 支 援 が 届 け ら れ な い

現 状 が 続 い て い る 。  

 2 0 1 8 年 ７ 月 3 0 日 、 厚 生 労 働 省 は 困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性

へ の 支 援 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 を 設 置 し 、 2 0 1 9 年 1 0 月 1 1

日 に 中 間 ま と め が 公 表 さ れ 、「 婦 人 保 護 事 業 の 現 状 と 課 題 」、

「 婦 人 保 護 事 業 の 運 用 面 に お け る 見 直 し 」 及 び 「 婦 人 保 護 事

業 の 見 直 し に 関 す る 新 た な 制 度 の 基 本 的 な 考 え 方 」 に 関 し て

基 本 的 な 認 識 を 取 り ま と め た 。  

 ま た 、 2 0 1 6 年 に は 与 党 Ｐ Ｔ 「 性 犯 罪 ・ 性 暴 力 被 害 根 絶 の た

め の 1 0 の 提 言 」、 2 0 1 9 年 に は 与 党 Ｐ Ｔ 「 婦 人 保 護 事 業 の 運 用

面 に お け る 見 直 し 方 針 に つ い て 」 が 出 さ れ 、 婦 人 保 護 事 業 の

見 直 し 、 性 暴 力 被 害 に 遭 っ た 女 性 等 を 支 援 す る 新 法 制 定 の 必

要 性 な ど 、 七 つ の 提 言 が 述 べ ら れ て い る 。  

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め の 臨 時 休 業 に 伴 う

保 護 者 へ の 助 成 金 に つ い て 、 国 は 当 初 、 風 俗 業 な ど で 働 く 人

は 対 象 外 と し た 。し か し 、職 業 差 別 と の 批 判 が 起 こ っ た た め 、

風 俗 業 で 働 く 人 も 対 象 と す る よ う に 方 針 を 変 え た 。 風 俗 等 で

働 く 人 々 の 中 に は 、 そ も そ も 経 済 的 に 恵 ま れ な い 環 境 下 に 置

か れ て い る 人 も い る こ と に 対 す る 想 像 力 の 欠 如 と も 言 え る 。  

 本 市 に お い て も 、 人 権 擁 護 、 男 女 平 等 推 進 、 福 祉 的 視 点 か

ら も 課 題 と な っ て い る 法 の 狭 間 で 支 援 の 枠 か ら 外 れ て い る 特

に 若 年 女 子 等 へ の 適 切 な 支 援 の 提 供 が 強 く 求 め ら れ る 。  



宛  

 よ っ て 、 国 に 対 し 、 以 下 の 項 目 を 満 た し た 女 性 自 立 支 援 法

（ 仮 称 ） の 制 定 を 強 く 求 め る も の で あ る 。  

 

１  理 念 法 や 体 制 整 備 法 で は な く 実 効 性 の あ る 具 体 的 な 利 用  

者 本 位 の 法 制 定 と す る こ と  

２  人 権 の 擁 護 と 男 女 平 等 の 実 現 を 図 る こ と の 重 要 性 に 鑑 み 、

さ ま ざ ま な 困 難 な 問 題 に 直 面 す る 女 性 を 対 象 と し た 専 門 的

な 支 援 を 行 う 包 括 的 な 支 援 制 度 に す る こ と  

３  現 場 の ニ ー ズ に 対 応 し う る 支 援 制 度 と す る た め に 関 係 者

の 意 見 を 十 分 に 聴 取 す る こ と  

 

以 上 、 地 方 自 治 法 第 9 9 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。 
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